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   甲府市手数料条例の一部を改正する条例 

 甲府市手数料条例（平成１２年３月条例第９号）の一部を次のように改正する。 

別表第３５号中「次号から第３８号まで、第４０号の３、第４０号の４、第４１

号、第４２号及び第４７号において」を「以下」に改め、同号ア中「次号から第

３８号まで、第４０号の３及び第４０号の４において」を「以下」に改め、同号ア

（ア）中「、次号」を「から第３６号の２まで」に改め、同号ア（イ）中「この号、次号、

第４０号の３、第４０号の４及び第４１号において」を削る。 

別表第３６号の次に次のように加える。 

（３６）の２ 長期優良住宅の

普及の促進に関する法

律第５条第６項又は第

７項の規定に基づく長

期優良住宅維持保全計

画の認定の申請に対す

る審査 

１件につき、次に掲げる申請の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額 

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合 次に

掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 （ア） 一戸建ての住宅 ２４，０００円 

 （イ） 総 戸 数 が ５ 戸 以 内 の 共 同 住 宅 

  等 ３８，０００円 

（ウ） 総戸数が５戸を超え１０戸以内の共同住宅 

 等 ５８，０００円 

（エ） 総戸数が１０戸を超え２５戸以内の共同住宅

等 ９２，０００円 

（オ） 総戸数が２５戸を超え５０戸以内の共同住宅



等 １４２，０００円 

（カ） 総戸数が５０戸を超え１００戸以内の共同住

宅等 ２１２，０００円 

（キ） 総戸数が１００戸を超え２００戸以内の共同

住宅等 ３５６，０００円 

（ク） 総戸数が２００戸を超え３００戸以内の共同

住宅等 ４４９，０００円 

（ケ） 総 戸 数 が ３ ０ ０ 戸 を 超 え る 共 同 住 宅 

 等 ５１１，０００円 

イ ア以外の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

（ア） 一戸建ての住宅 ７３，０００円 

（イ） 総 戸 数 が ５ 戸 以 内 の 共 同 住 宅 

 等 １６１，０００円 

（ウ） 総戸数が５戸を超え１０戸以内の共同住宅 

 等 ２５３，０００円 

（エ） 総戸数が１０戸を超え２５戸以内の共同住宅

等 ４９４，０００円 

（オ） 総戸数が２５戸を超え５０戸以内の共同住宅

等 ８７９，０００円 

（カ） 総戸数が５０戸を超え１００戸以内の共同住

宅等 １，５０６，０００円 

（キ） 総戸数が１００戸を超え２００戸以内の共同

住宅等 ２，７８３，０００円 

（ク） 総戸数が２００戸を超え３００戸以内の共同

住宅等 ３，９７７，０００円 

（ケ） 総 戸 数 が ３ ０ ０ 戸 を 超 え る 共 同 住 宅 

 等 ４，８７５，０００円 

別表第３８号の次に次のように加える。 

（３８）の２ 長期優良住宅の １件につき、次に掲げる申請の区分に応じ、それぞ



普及の促進に関する法

律第８条第１項の規定

に基づく長期優良住宅

維持保全計画の変更の

認定の申請に対する審

査 

れ次に定める金額（長期優良住宅の普及の促進に関

する法律第８条第２項において準用する同法第６条

第２項の規定による申出があった場合は、確認申請

に係る手数料相当額を加えた額）を既に計画の認定

を受けた戸数で除して得た額に変更に係る戸数を乗

じて得た額（１００円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた額） 

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合 第 

３６号の２アに掲げる住宅の区分に応じ、それぞ

れ当該手数料の金額の２分の１に相当する金額 

イ ア以外の場合 第３６号の２イに掲げる住宅の

区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の２分の

１に相当する金額 

   附 則 

この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

提案理由 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴う新たな事務に係る手数料

を定める等については、この条例を制定する必要がある。これが、この条例案を提

出する理由である。 


